
 

かんまちサニーサイド保育園 運営規程  

 

（事業所の名称等） 

第１条 有限会社 SawaCompany が設置する小規模保育事業所の名称及び所在地は、次の

とおりとする。 

（1）名称 かんまちサニーサイド保育園  

（2）所在地 鹿児島市浜町 1－2  MJR 鹿児島駅パークフロント 102 

 

（事業の目的） 

第２条 かんまちサニーサイド保育園（以下「当園」という。）は、小規模事業保育事業 A 型の適

切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する乳児及び

幼児（以下「利用子ども」という。）に対し、適正な保育を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健や

かに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。 

２ 当園は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思

及び人格を尊重して、保育を提供するよう努める。 

３ 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他

の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他

の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

４ 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。 

５ 当園は、「鹿児島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例（平成 26 年鹿児島

市条例第 50 号）」、児童福祉法、子ども子育て支援法（以下「法」という。）、その他関係法

令・通知等を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

 

 （利用定員） 

第４条 当園の法第 31 条第 1 項の利用定員は、法第 19 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分で、次のとおりとする。 



 

保育を必要とする満 3 歳未満の子ども「3 号認定子ども」 

学年  ０歳児  １歳児  ２歳児  計  

３号  3 人  8 人  8 人  19 人  

(1) 法第 19 条第 1 項第 2 及び第 3 号に規定する子どものうち満 1 歳児以上の子ども 16 人  

(2) 3 号認定子どものうち満 1 歳未満の子ども  

3 人  

 

 （提供する保育等の内容） 

第 5 条 当園は、児童福祉法、法、その他の関係法令等を遵守し、保育所保育方針（平成 29

年厚生労働省告示第 117 号）に基づき、次に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。 

（1） 特定地域型保育（次条に規定する時間において提供する保育をいう。） 

教育・保育給付認定を受けた保護者（以下「保護者」という。）に係る園児に対し、当該

教育・保護給付認定における保育必要量（法第 20 条第 3 項に規定する保育必要量をい

う。以下同じ。）の範囲において保育を提供する。 

（2） 給食の提供  

（3） 延長保育事業  

（4） 一時預かり保育事業  

（5） その他保育に係る行事等  

 

 （保育を提供する日及び時間帯） 

第 6 条 保育を提供する日及び時間帯は、次のとおりとする。 

（1） 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始（12 月 29 日から 1

月 3 日まで）及び祝祭日、3 月 31 日（次年度準備日）を除く。 

（2） 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、保育の提供を行わないことがある。 

（3） 当園の開所時間は、月曜日から土曜日 7 時 00 分から 1８時 00 分とする。 

（4） 保育標準時間認定に係る保育時間（11 時間）は、7 時 00 分から 18 時 00 分までの範

囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、18 時 00

分から 19 時 00 分までの範囲内で、延長保育を提供する。 

（5） 保育短時間認定に係る保育時間（8 時間）は、9 時 00 分から 17 時 00 分までの範囲内

で、保護者が保育を必要とする時間とする。 



 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、 

7 時 00 分から 9 時 00 分まで、17 時 00 分から 19 時 00 分までの範囲内で、延長保育を

提供する。 

（6） 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 24 条の規定による保育の利用の対象とならな

い、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労

働省令で定めるところにより、同法第 6 条の 3 第 7 号に規定する一時預かり事業を提供す

る。  

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第７条 当園が保育を提供するに当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりと

する。ただし、利用子どもの受け入れ状況等により、員数が変動することがある。 

（1） 園長（常勤専従） 1 人  

園長は、保育の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の

管理を一元的に行う。 

（2） 主任保育士 1 人  

保育内容について保育士を統括し、保育士・調理従事者間の業務調整、保育向上のため

の技術指導、立案される指導計画への指導、保健衛生に関する計画策定と指導、給食業

務の監督等の業務を行う。 

（3） 保育士 5 人以上  

保育士は、保育に専従し、保育計画及び保育課程の立案をし、その計画、課程に基づきす

べての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 

（4） 調理員  1 人以上  

   調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 

（5） 保育補助者  必要に応じて配置できるものとする。  

保育補助者は、保育士の補助・サポートを中心に活動を行い、安全な環境づくり 

のための清掃や片付けなどを行う。 

（6） 事務職員 1 人以上  

事務職員は、保育事務業務全般を行う。主に行政・役所への対応、提出書類の作  

成及び保護者、職員対応などを行う。 

(7) 嘱託医 1 人   

嘱託医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職  



 

員及び保護者への相談・指導を行う。 

(8) 嘱託歯科医 1 人   

嘱託歯科医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職

員及び保護者への相談・指導を行う。 

 

（保護者から受領する利用者負担額その他費用の種類） 

第 8 条 鹿児島市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成 26 年鹿児島市条例第 51 号。以下「市条例」という。）第 13 条第 1 項の規定

により、利用する子どもの居住する市町村が定める利用者負担額の支払いを保護者から受け

るものとする。 

２ 市条例第 13 条第 4 項の規定により、次のとおり費用の額の支払を必要に応じて保護者から

受けることができる。 

（1） 保育等に係る行事への参加に要する費用（交通費、施設利用料等） 

※ 上記に掲げるもの以外に費用負担が発生する場合には、その目的や金額等について事前

に説明をいたします。  

３ 延長保育の料金は、下記のとおりとする。 

 【標準保育時間対象】   

  18 時 00 分～18 時 30 分    200 円／30 分  

   18 時 30 分～19 時 00 分  400 円／30 分  

 【保育短時間対象】 

  7 時 00 分～9 時 00 分   200 円／30 分  

  17 時 00 分～18 時 30 分  200 円／30 分  

   18 時 30 分～19 時 00 分  400 円／30 分  

４ 一時預かり保育の料金は、下記のとおりとする。 

 【3 歳以上の子どもの場合】  

8：30～12：30    1 回あたり/1,000 円  

  8：30～17：30    1 回あたり/2,000 円  

  1 ヶ月間利用の場合 1 ヶ月 /30,000 円  

 

  【3 歳未満の子どもの場合】  

8：30～12：30    1 回あたり/1,200 円  



 

    8：30～17：30    1 回あたり/2,500 円  

   1 ヶ月間利用の場合 1 ヶ月 /35,000 円  

  （利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項） 

第９条 当園は、鹿児島市が行った利用調整により当園の利用が決定されたとき又は保育の実

施の委託を受けたときは、これに応じる。 

２ 鹿児島市域に居住する保育を必要とする子どもの保護者が本園の入園を希望する場合は、

鹿児島市が指定する入所申込書に必要事項を記載し、鹿児島市に申し込むものとする。 

３ 保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用子どもの保

護者とその内容を確認する。 

４ 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。 

（1） 利用子どもが 3 号認定こどもに該当しなくなったとき。 

（2） 満 3 歳児に達した日の翌日以後における最初の 4 月 1 日をむかえたとき。 

（3）利用子どもの保護者から退園の申出があったとき。 

（4）利用子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき。 

（5）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１０条 当園の職員においては、保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変、その他緊

急事態が生じたときは、速やかに保護者、嘱託医又は子どもの主治医に連絡する等の必要な措

置を講ずる。 

２ 保育の提供により事故が発生した場合は、鹿児島市及び子どもの保護者等に連絡するととも

に、必要な措置を講じる。 

３ 当園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を

解明し、再発防止のための対策を講じる。 

４ 利用子どもに対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか

に行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１１条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難、消火訓練

及びその他必要な訓練を実施する。 



 

２ 当園は、非常災害に対する訓練は少なくとも毎月 1 回実施するものとする。 

３ 当園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行う。 

４ 当園は、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体

制づくりに努め、それらの取組を定期的に職員に周知する。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１２条 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止を図るため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるよう努め

る。 

 

（秘密保持） 

第１３条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ど

も又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他

の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの

保護者の同意を得る。 

 

（苦情解決） 

第１４条 当園は、その提供した保育に関する保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。 

２ 当園は、苦情を受け付けた場合には当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 当園は、苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話

し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を講じる。 

４ 当園は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言

を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

５ 当園は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。 

 

（記録の整備） 

第１５条 当園は、保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存

する。 

（1）保育の提供に当たっての計画  



 

（2）保育に係る必要な事項の提供の記録  

（3）鹿児島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め 条

例第 50 条で準用される第１９条の規定する市への通知に係る記録  

（4）苦情の内容等の記録  

（5）事故の状況及び事故に際して採った処置につ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


